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群馬労働局（局長 田窪丈明）では、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」として１

社を、若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」として１社を認定し、以下のとおり認

定通知書交付式を開催します。 

 

☆えるぼし認定企業☆ 

・株式会社タカラコーポレーション（代表取締役社長 新井
あ ら い

あけみ）（資料１） 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えるぼし認定企業」１社、「ユースエール認定企業」１社を認定！ 

～２月 13日に合同の認定通知書交付式を開催します～ 
 

厚生労働省群馬労働局発表 
令 和 ２ 年 ２ 月 10 日 

【照会先】（えるぼし認定関係） 
群馬労働局 雇用環境・均等室 
室  長   石山 玲子 
雇用環境改善・ 
均等推進指導官   西谷 慶子 
（代表電話）027-896-4739 
 
【照会先】（ユースエール認定関係） 
群馬労働局 職業安定部 
課   長      須田 弘之 
地方職業指導官 橋本 優一 
（代表電話）027-210-5007 

厚生労働省 

群馬労働局 Press Release 

 

 

☆ユースエール認定企業☆ 

・四万林業協業組合(代表理事 宇敷
う し き

孝夫
た か お

)（資料２） 

☆認定通知書交付式☆ 

・日時 令和２年２月 13 日（木） 14:30～   

・場所 前橋地方合同庁舎１階 共用会議室（前橋市大手町２丁目３番１号） 

認定された企業は、認定マークを商品や広告などで使用することにより、優良企業であることを対外的

にアピールすることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保・採用に繋げることができます。

さらに「公共調達における加点評価」の対象となります。認定された企業は、認定マークを商品や広告な

 えるぼし認定は、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」

「多様なキャリアコース」の５つの評価項目を満たす項目数に応じて３段階あ

り、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業が認定を受けることがで

きます。 

 ユースエール認定企業の認定を受けるためには、人材育成方針及

び教育訓練計画の策定、直近 3 事業年度の新卒者などの正社員とし

て就職した人の定着状況、正社員の所定外労働時間の実績、正社

員の有給休暇の取得実績、男女労働者の育児休業等の取得実績な

ど、各種要件をクリアした優良な中小企業である必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 採用：男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること 

（女性の競争倍率×0.8＜男性の競争倍率） 

【達成状況】  女性の競争倍率 １.５９倍  男性の競争倍率 １.７４倍 

 

２ 継続就業：「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が 0.７以上であ

ること 

 【達成状況】 

  女性労働者の平均継続勤務年数５.６５÷男性労働者の平均勤務年数４.０２＝１.４１ 

 

３ 労働時間等の働き方：労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、

直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満であること 

 【達成状況】 平成３０年度の全ての月について 45 時間未満 

 

４ 管理職比率：管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること 

 【達成状況】 

管理職１４人中、女性４人   ２８.６%（産業平均値：６.６%） 

 

５ 多様なキャリアコース：直近の３事業年度において、以下の２項目以上（中小企業は１項目以上）

の実績を有すること 

Ａ 女性の非正社員から正社員への転換           

Ｂ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換     

  Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用             

  Ｄ おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用                    

            

 【達成状況】   

  C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 １人   

   

株式会社タカラコーポレーション 
 

所 在 地：群馬県太田市西本町４１-１７ 

業  種：小売業 

労働者数：１０６人（男性４９人、女性５７人） 
 

認定基準に係る評価項目の達成状況 

群馬労働局認定企業 資料1 
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女性活躍推進取組状況 
 

１ 一般事業主行動計画策定届出企業数及び届出率 

 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が３０１人以上の企業に対し、自社の女性の活躍に関す

る状況把握、数値目標を含む行動計画の策定、行動計画の公表及び労働者への周知、行動計画を策定

した旨の届出、女性の活躍に関する情報公表を義務付けている（３００人以下の企業は努力義務）。 
 

（令和２年１月末日現在）   

 

２ 基準適合一般事業主認定企業 

 女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定及び策定した旨の届出等を行った企業のうち、一定の

基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣（都道府県労

働局長へ委任）の認定（えるぼし認定）を行っている。 

 認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階ある。 
 
（１）えるぼし認定 

 令和２年１月末日現在、管内における認定企業は１３社である（２段階目が４社、３段階目が９社）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管内 

企業数 

行動計画策定 

届出企業数 

 

届出率 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 214 社 212 社 99.1% 

常時雇用労働者 300 人以下の企業 － 93 社 － 

合計 214 社 305 社 － 

 認定企業数 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 ７社 

常時雇用労働者 300 人以下の企業 ６社 

合計 １３社 

（２）えるぼし認定企業一覧     

 企業名 段階 認定年 所在地 業種 
労働者数 

（申請時点） 

1 株式会社群馬銀行 
２段階目 H28 年 

前橋市 金融業，保険業 4,781 人 
３段階目 H30 年 

2 朝倉染布株式会社 ３段階目 H28 年 桐生市 製造業（繊維工業） 98 人 

3 株式会社ジュンコーポレイション ３段階目 H29 年 安中市 
製造業（プラスチッ

ク製品製造業） 
27 人 

4 株式会社上毛新聞社 ３段階目 H29 年 前橋市 情報通信業 379 人 

5 社会福祉法人赤城会 ３段階目 H29 年 渋川市 医療、福祉 145 人 

6 株式会社アイ・ディー・エー ２段階目 H29 年 高崎市 専門サービス業 368 人 

7 
ＡＲＩＧＡＴＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 

株式会社 
３段階目 H29 年 高崎市 建設業 8 人 

8 株式会社東和銀行 ２段階目 H30 年 前橋市 金融業 2，242 人 

9 アイオー信用金庫 ２段階目 H30 年 伊勢崎市 金融業 336 人 

10 株式会社荻野屋 ３段階目 H30 年 安中市 食品製造業 543 人 

11 
学校法人 

ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＡＤＥＭＹ 
３段階目 H31 年 前橋市 教育、学習支援業 71 人 

12 高崎信用金庫 ２段階目 R1 年 高崎市 金融業 473 人 

13 株式会社タカラコーポレーション ３段階目 R1 年 太田市 小売業 106 人 



女性活躍推進法第９条に基づく認定基準（えるぼし認定） 

 
評価項目 基準値（実績値） 

採用 

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 

※『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」』×０.８が、『直近３事業年度の平均し

た「採用における男性の競争倍率」』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと（期間の定めのない労

働契約を締結することを目的とするものに限る） 

継続就業 

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ご

とにそれぞれ 0.７以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る） 

又は 

②「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷

「10 事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ご

とにそれぞれ 0.8 以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新

規学卒採用者等に限る） 

労働時間

等の 

働き方 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均

が、直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)の総時間数の合計」÷｢対象労働者

数｣ ＜  45 時間 

これにより難い場合は、 

[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計＝(40×各月

の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」＜ 45 時間 

管理職 

比率 

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること  

又は 

②『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に

昇進した女性労働者の割合」』÷『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階に

ある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が 0.８以上であること 

多様な 

キャリア 

コース 

直近の３事業年度のうち､以下について大企業は２項目以上（非正社員がいる場合は必ず A

を含むこと）、中小企業は１項目以上の実績を有すること 

A 女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 
 

※ 上記の他、以下の基準を全て満たす必要があります。 

 ・事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

 ・定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 

 ・女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと。 

１段階目 

 

 

●以下の５つの基準のうち、１つ又は２つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続して

その実績が改善していること 

●上記の実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 

２段階目 ●以下の５つの基準のうち、３つ又は４つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続して

その実績が改善していること 

●上記の実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 

３段階目  

●以下の５つの基準の全てを満たしていること 

●上記の実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 


